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企画提案型搬出間伐等促進事業実施要領 

 

令和５年２月 16 日制定                         

令和６年４月 １日改正 

令和８年４月 １日改正 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、長野県林業公社造林事業実施要綱第２条の規定により、長野県林業公社

（以下「公社」という。）が実施する事業のうち、事業者等からの企画提案書に基づき搬出

間伐を行う場合の細目を定めるものとする。 

 

（対象事業） 

第２ この要領において対象とする事業は、事業者が企画提案書を提出する搬出間伐事業と

する。 

 

（企画提案書の募集） 

第３ 理事長は、企画提案書を募集するときは、次に掲げる方法により公告するものとする。 

  ただし、企画提案する搬出間伐の場所を事業者等が要請する場合は、事業実施年度の前

年の12月末までに公社へ協議するものとする。 

 (１)公社ホームページへの掲載 

 (２)公社本社又は該当する事務所、支所での閲覧 

２ 理事長は、次に掲げる事項を公告により明らかにするものとする。 

 (１)募集する事業名及び事業概要に関する事項 

 (２)応募に必要な資格等に関する事項 

 (３)企画提案書の提出書類に関する事項 

 (４)質問の受付及び回答に関する事項 

 (５)その他本事業の手続に関し必要な事項 

 

（応募に必要な資格要件） 

第４ 応募に必要な資格要件は、募集公告日から企画提案書等提出期限までの間において、

次の各号に掲げるとおりとする。 

 (１) 長野県の森林整備業務入札参加資格を有する者であること。 

 (２)長野県の森林整備業務入札参加資格審査事務処理要領（平成13年３月30日付け12林政

第457号）第５の規定に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

 

（契約候補者の選定方法） 

第５ 事業者等が提出した企画提案書等について「長野県林業公社企画提案型搬出間伐等促

進事業企画提案書評価審査要領」（以下「評価審査要領」という。）に基づき評価を行い、事

業の目的に合致し、かつ、最も評価の高い企画提案書を提出した１者を選定して、契約候

補者とする。 
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２ 評価審査要領に基づく評価審査会の選考をもって、「長野県林業公社造林事業請負人等選

定委員会要領」に基づく委員会での審議が行われたものとみなす。 

３ 複数事業体から同一団地の参加申込書が提出された場合については、企画提案書の提出

期限を調整し同時に審査を行う。 

 

（契約書等の作成） 

第６ 第５で選定された者との契約は随意契約とし、搬出間伐事業においては長野県林業公

社造林事業請負実施要領（平成15年９月１日制定）（以下「造林事業請負実施要領」とい

う。）で規定する長野県林業公社造林事業請負契約書を準用し、林産物売払いについては

長野県林業公社社営林林産物調査処分要領（平成14年７月11日制定）（以下「林産物処分

要領」という。）で規定する社営林林産物売買契約書を準用する。 

 

（契約結果の公表） 

第７ 理事長は、本方式適用事業の契約状況を公社ホームページに掲載するとともに閲覧に

供することにより、公表するものとする。 

２ 前項の公表までの間は、契約候補者の選定結果等契約の経緯の問い合わせには一切応じ

ないものとする。 

 

（林産物の調査等） 

第８ 本方式適用事業の林産物の調査は、企画提案者が行うものとする。 

２ この要領に定めのない売払いに関する事項については、理事長が別に定めるものを除

き、「林産物調査処分要領」の規定を準用するものとする｡ 

 

（企画提案書の変更等） 

第９ 選定された企画提案書の実施内容に変更が生じた場合は、速やかに公社と協議し、同

意を得たうえで事業を執行するものとする。 

  造林事業請負額、林産物売買契約額、事業量及び工期がやむを得ない事情で変更する場

合は、変更契約を締結するものとする。 

 

 （その他） 

第10 この要領に定めのない事項については、理事長が別に定めるものを除き、「造林事業請

負実施要領」及び「林産物調査処分要領」の規定を準用するものとする｡ 


